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学習会は楽しかったですか？

A　楽しかった

56%
B　ふつう

30%

無回答

6%C　つまらない

8%

A　楽しかった B　ふつう C　つまらない 無回答

７．プログラム実施の反応 

 ＳＳＴの技法を用いたプログラムの実践を各班６回ずつ、合計 18 回分サンプ

ルとして、毎週土曜日の 20 時より 20 時 40～50 分までグループ学習会を実施を

した。利用者については、実施後に無記名で下記のようにアンケート(図４参照)

に記入をしてもらい、率直な感想を述べてもらった。また、職員には実施後の

利用者の反応について簡単な評価をし、さらに実施後１ヶ月後の反応も評価し、

集計(図５参照)した。 

グループ学習会を実施後のアンケート結果は、内訳各班６回ずつ実施し、利

用者３１名の６回、合計１８６名の対象で行なった。結果については下記のよ

うになった。 

  

 

 

１)利用者アンケートの回答 

 

①「学習会は楽しかったですか？」(表６参照)の質問では、「Ａ楽しかった」

１０４名、「Ｂふつう」５６名、「Ｃつまらない」１５名、「無回答」１１名、

であった。 

 

  表６ 
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学習会の内容は、自立に向けて自分のためになりましたか？

A　ためになった

54%
B　ふつう

33%

C　ためにならない

5%

無回答

8%

A　ためになった B　ふつう C　ためにならない 無回答

学習会の内容を今後も自分でもしますか？

A　する

53%

無回答

5%C　しない

7%

B　わからない

35%

A　する B　わからない C　しない 無回答

 ②「学習会の内容は、自立に向けて自分のためになりましたか？」の(表７参

照)の質問では、「Ａためになった」１０１名、「Ｂふつう」６１名、「Ｃため

にならない」９名、「無回答」１５名であった。 

 

  表７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③「学習会の内容は、今後、自分でもしますか？」の(表８参照)の質問では、

「Ａする」９９名、「Ｂわからない」６５名、「Ｃしない」１３名、「無回答」

９名であった。 

 

表８ 
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学習会の利用者の反応

A　良かった

69%

B　ふつう

22%

C　悪い

9%

A　良かった B　ふつう C　悪い

次の学習会も参加したいですか

C　したくない

2%

B　わからない

16%

無回答

6%

A　する

76%

A　する B　わからない C　したくない 無回答

④「次の学習会も参加したいですか？」の(表９参照)の質問では、「Ａする」

１４２名、「Ｂわからない」２９名、「Ｃしたくない」４名、「無回答」１１

名であった。 

 

表９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）グループ学習会を実施直後、１ヵ月後の職員から見た利用者の反応 

①「学習会の利用者の反応」の(表 10 参照)の質問では、「Ａ良かった」１３

１名、「Ｂふつう」３９名、「Ｃ悪い」１６名、であった。 

 

表 10 
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実施直後の習得・理解について

Ｄ　テーマ自体が

理解できていない

15%
C　わかっていな

い

8%

B　もう少し練習が

必要

29%

A　わかっている

48%

A　わかっている B　もう少し練習が必要 C　わかっていない Ｄ　テーマ自体が理解できていない

実施　１ヵ月後の効果

A　習得している 34%

B　習得しつつある

29%

C　習得できていない

11%

D　わからない 17%

Ｅ　しない 9%

A　習得している B　習得しつつある C　習得できていない D　わからない Ｅ　しない

②「実施直後の習得・理解について(学習会のテーマを習得・理解が進んだか)」

の(表 11 参照)の質問では、「Ａわかっている」９１名、「Ｂもう少し練習が必

要」５４名、「Ｃわかっていない」１４名、「Ｄテーマ自体が理解できていな

い」２７名であった。 

 

表 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「実施 １ヶ月後の効果(学習会実施１ヵ月後、職員から見た利用者の効果

はどうか)」の(表 12 参照)の質問では、「Ａ習得している」６２名、「Ｂ習得し

つつある」５５名、「Ｃ習得できていない」２１名、「Ｄわからない３２名」、

「Ｅしない」１６名であった。 

 

表 12 
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上記のように利用者の反応は、「学習会は楽しかったですか？」では、「楽し

かった」「ふつう」を含めて約 86％。「自立に向けて自分のためになりましたか？」

では、「ためになった」「ふつう」を含めて約 87％。「今後、自分でもしますか？」 

では、「する」が約 53％。「次の学習会も参加したいですか？」では、「する」が 

約 76％という結果を得られた。 

このことより利用者は、グループ学習会をの利用者が楽しく参加することが

でき、約９割超の方が内容もためになったとの感想と、約８割が次回の学習会

も参加するという結果になり、非常に良い反応であったといえる。 

 次に「グループ学習会を実施後」、「１ヵ月後の職員から利用者」の反応は、「利

用者の反応」では、「良かった」「ふつう」を含めて約 91％。「学習会のテーマを

習得・理解ができたか」では、「わかっている」「もう少し練習が必要」をを含

めて約 77％(※｢もう少し練習が必要｣は、利用者本人の中で意識が持てたと評価

した)。「学習会実施１ヵ月後、利用者の効果はどうか」では、「習得している」

「習得しつつある」含める約 53％(※｢習得しつつある｣は、利用者本人の中で意

識が持てたと評価する)という結果が得られた。 

 職員からはＳＳＴの技法を用いたグループ学習会では、利用者の９割の方が

良い反応を示し、テーマの理解も８割近い方が習得・理解できたということが

わかった。また、実施後、半数以上の利用者が１ヵ月後もそのテーマの事象に

ついて習得等を行ない、定着や定着しつつあるという結果が残せた。 

そのため、利用者のコミニュケーション(対話・賞賛)を通して、また、利用

者自身の発言や考察を用いるＳＳＴの技法は、通勤寮の利用者などの軽度知的

障害者にも有効な効果であるとこのデータから読み取れる。 
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図４ 
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図５ 
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８．ＳＳＴの技法を導入して 

 

それぞれの在寮期別(導入期、集中支援期、地域移行期)に、ＳＳＴの技法を

導入したプログラムを作成し、実施をしてきた。ここではこの取り組みの結果

を述べたい。 

効果としては、第一に、グループ学習会の導入時にウォーミングアップを用

いた。これは、プログラムによって様々であるが、例えば「しりとり」や「○

×クイズ」など、簡単なゲームやクイズをすることですることで利用者の緊張

を和らげ、発言が出やすい雰囲気づくりが出来たといえる。そのため、利用者

から活発な発言があったといえる。 

第二に、今までの通勤寮では「とばた通勤寮入寮の手引き(巻末資料１)」や

「くらしの手引き(巻末資料２)」などを用いてグループ学習会を行なっていた

が、今回、ウォーミングアップを用いたＳＳＴの技法導入のプログラムであっ

たため、上記のように活発な発言が多く見られた。また、日頃発言しない利用

者が質問や反応をする場面が多く、このため、理解も進んだといえる。また、

プログラムにおいて、作成職員がその事象に対してわかりやすく写真や図の資

料を作成したり、利用者自身が考える場面を設けたことも、彼らにとっては非

常にわかりやすかったようだ。 

第三に、例として「挨拶の再確認と報告・質問について(66 ページ参照)」に

ついてあげたい。ここでの教材「いろんな国のあいさつの言葉(68 ページ参照)」

では、世界の様々な挨拶の言葉を利用者に提示し、大変関心を持つことができ

ていた。理由としては、「おはよう」などの挨拶が日本のみならず世界中にあ

ることや、このグループ学習会で行なっていることが、とばた通勤寮のみのマ

ナーの学習ではなく、社会の当たり前のマナーとして学習会をしているという

ことが理解できたために大きな関心が持てたといえる。このことで利用者自身

が「社会自立のため」という意識を持って臨んでいたといえる。 

第四に、実践のモデリング・ロールプレイでは、職員が見本を行ない、利用

者が模倣をする場面の設定を多くしたため、言葉だけの学習ではなく、行動・

行為などを通してスムーズな習得ができたといえる。フィードバックでは、「お

さらいテスト」などを用いて利用者自身が楽しく自ら考えができるなどの工夫

した資料を用いたため、的確にできたといえる。また、全てにおいて、グルー

プ学習会での「約束事(11 ページ参照)」を作り、それを読み合わせて会を実施

したため、他者に対して否定的でなく、肯定的な雰囲気で行なうことができ、

利用者が主体的に取り組めたという効果があった。 

 次に課題を述べこととする。ＳＳＴの技法を用いたプログラムを作成、サン

プルの実施を行なったが、全てのプログラムの実施まで至っていない。そのた
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め、次年度はその実施を行ないたい。また、利用者が地域社会生活の中で必要

なプログラムを意図して、企画、立案したが「とばた通勤寮入寮の手引き(巻末

資料１)」や「くらしの手引き(巻末資料２)」なども含めて、補完できるものに

至ってはないため、その作成と実施をさらに推し進め、利用者が地域生活で般

化できるようなプログラム作りに邁進したい。あわせて、プログラムの作成等

にあたる職員の専門性の向上や、自己研鑽を積んでいくことが必要と感じた。

また、地域移行をはじめた方々のモニタリングを通して、適時・適切なフォロ

ーアップを実施し、その都度、フィードバックを行ないながら検証していきた

い。 
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９．おわりに 

 

社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会が、来年度より「北九州障害福祉研

究センター」を立ち上げ、研究開発により、ナレッジマネジメントを実施する

ことが事業計画に記載されている。そのために今年度各事業所から研究開発事

業を募集し、公募の結果「とばた通勤寮チーム」として、「軽度知的障害者にお

けるＳＳＴを導入した支援方法とその効果」を開発することになった。 

当初、職員の年齢層が非常に若いことや、365 日・24 時間ローテーション勤

務であることを鑑みて、施設長としてはこの事業を受けることに躊躇した感は

否めない。 

しかし、「若い職員の情熱と勇気」がその心配を上回る共に、テーマも現在の

知的障害分野ではじまったばかりのものであり、この取り組みを選択したセン

スの良さに感銘をうけた。 

次に、今回の資料を取りまとめるにあたり、自分なりの助言やアドバイスを

したものの、私自身の力量不足のために専門書を置いてある書店に日参しなけ

ればならない状況もあった。そのような経緯を踏まえて、まがりなりにも 100

ページ余の資料を作成できたことは、ひとえに福祉の情熱に裏打ちされた職員

の前向きなチャレンジ精神であったといえる。 

今後、この事業を拡充することでスタッフたちの「かけがえない財産」にな

ることと祈念している。 

最後にこのチャンスを与えてくれた関係機関のみなさま方のご協力に深く感

謝申し上げます。 

 

とばた通勤寮 施設長 藤本忠昭 
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１０．全体を通して 

  

「とばた通勤寮の実践を通して」 

 

 平成２０年度、とばた通勤寮職員により法人の研究開発事業として「軽度知

的障害者におけるＳＳＴを導入した支援方法とその効果」をテーマとした取り

組みがなされました。通勤寮に働く職員にとって、利用者への効果的な支援と

は何か、働きながら地域生活を目指す知的障害者への支援とは、常に考えざる

を得ないテーマに正面から取り組みました。 

 とばた通勤寮は昭和５９年に開設され２５年間の間、２年という短期間で、

働きながら地域生活にかかる生活訓練を如何に実施するのか、本当に彼らの地

域生活に役立っているプログラムなのか等々を自問しながら、北九州の地で働

く知的障害者の地域生活に向けた実践を先駆的に取り組んできました。その実

践が５０名を超える結婚・単身生活者、１５ケ所のグループホーム、就業・生

活支援センターの立ち上げ等を成してきました。 

 その実践のバックボーンとなる地域生活へ向けたプログラムは完成されたも

のが在るわけでなく、これまで職員の試行錯誤の中で何度も幾通りも作られて

きました。今回は、とばた通勤寮でのこれまでの取り組みの集大成をＳＳＴの

手法との比較や相互性等を検討し、その有効性と課題を明らかにしようという

ものです。障害者自立支援法を契機に今こそ、この取り組みが必要な時期だと

考えたからです。 

 知的障害者通勤寮は更生施設、授産施設や児童施設から就職した者、また特

別支援学校等を卒業し就職した者の多くが職場における人間関係等の職場環境

に馴染めなかったり、生活上の課題より離職する者が多い実態を踏まえ昭和４

６年に制度化され、現在に至るまで「施設」と「社会」との中間施設として営々

とその機能を果たし続けてきました。しかし、その機能はこれまで福祉施策の

中でしか語られず、設置数、定員規模等からも、他の援護施設の陰に隠れてし

まい、本来期待された地域移行における生活訓練の中核施設であるという機能

が十分に認知されないまま運営基盤の脆弱さから存続の厳しさのみが強調され

て来ました。そのような中での障害者自立支援法の施行により、その機能の再

確認と明確化が求められました。 

 とばた通勤寮も障害者自立支援法施行に伴い、自立訓練宿泊型事業に移行し、

これまでより明確な目的と期間をもって就労継続と地域生活訓練を事業として

取り組むことを予定しています。この研究は、これまで積み重ねてきた実践を

振り返り、制度改正や利用者意識の変化を踏まえて、これから求められる具体

的実践プログラムをテーマとして研究したものです。当事者に、家族に、また
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社会にも理解できるプログラムでなくてはならないし、当事者が地域生活を送

る中で、プログラムの有効性についての結果が問われます。どのような訓練項

目を、どのような手法で、どのようにステップアップを図りながら実践すべき

なのか、当事者や家族に理解が得られるのか、また企業側のニーズに応じたも

のであるのか、結果として社会の中で生きる障害者に利用され、その生活を支

え、就労継続の厳しさを支えられる仕組みとして継続、拡充出来るのかです。 

 今回の研究は、とばた通勤寮による実践の中核でもありますし、一端でもあ

ります。働く知的障害者への効果的な生活訓練プログラムの確立という大テー

マに向けての取り組みが始まったと位置づけています。この研究成果が多くの

事業所において広く実践、検証され、より充実、成長することを強く望んでい

ます。 

 

(社福)北九州市手をつなぐ育成会 中部エリアマネジャー 比舗進 
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１１．監修にあたり 

 

 私たちは人間社会の中で生きている。その社会の中で生きていくうえで、私

たちはさまざまな社会技能(social skill)を学んでいくことが必要となる。例

えば、朝、人と顔をあわせたとき、家族への「おはよう」や職場での目上の人

への「おはようございます」といったように、自分とその人との関係性やその

場面を踏まえた社会技能が必要となる。 

また、レストランでの接客業務に勤務することになった場合、入店してきた

お客への「いらしゃいませ」からお水を出し、メニューを出し、お客の注文を

受け、そして注文の料理を出すといった一連の社会技能を学習しなければなら

ない。その一連の社会技能は、勤務するレストランによって異なる。そして、

人間誰しも、一生、社会技能を学びつづけるのである。 

 ただし、社会技能は人間が成長・発達していくうえで自然に身についていく

ものではない。人から教えられて身につけていくものである。すなわち、学習

である。社会技能の学習としては、周りの人が行っている状況を見て学ぶ場合

（観察学習）もあるが、直接に行動をして賞賛されたり（強化）、叱られたり（罰）

して学ぶ場合もある。特に、観察学習を不得意とされる人には、実際の行動を

通して学習していける支援が必要となる。 

以上から、知的障害の方においても社会の中で生活していくうえで、社会技

能を習得していくことは不可欠である。そして、社会技能を学習していくため

には、ＳＳＴによる学習支援が必要となる。その意味で、今回、とばた通勤寮

で取り組まれた軽度知的障害の方々へのＳＳＴを導入した支援はとても意義あ

る取り組みである。そして、その取り組み成果から、今回取り組まれた支援方

法が有意義なものであることが示された。今後、ぜひこの成果を多くの方々に

発信されていかれていくことを期待したい。 

 

福岡県立大学人間社会学部社会福祉学科 教授 門田光司 
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巻末資料 
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 (巻末資料１ とばた通勤寮利用手引き) 
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注釈、引用 

（注１）ＡＡＭＲの 1993 年の定義ではＩＱとともに、Intellectual Functioning

と Adaptive Skill（Communication, Self-Care, Social Skills, Home Living, 

Community Use, Self-Direction, Health & Safety）を評価の基準としている。 

（注２）相当量のアメリカの研究に目を通し、その課題と訓練方法の概略を「ソ

ーシャルスキルの基礎的研究」に概略記述した。 

（注３）自立生活ハンドブックⅡ「わたしにであう本」〈1994 年手をつなぐ親の

会編集〉は本人用と援助者用の二つのマニュアルがある。 

（注４）スウェーデンに Kontakt Person という制度があるが、これは友人と相

談相手の働きをあわせもっている。公の援助者（職員）の他に同年代の障害を

もたない人の中から共通の趣味をもつ人を募集し、本人同士が会って決める制

度である。活動に対する実費のみで報酬はなく、職業的、法的な責任はない。

ＦＵＢ（スウェーデンの知的障害をもつこども、青年、大人とその親・家族の

会）が力を入れ、Kontakt Person は急増している。 

（注５）参考文献「リハビリテーション研究」 

知的障害をもつ人達のソーシャルスキルとその訓練について 

1994 年９月(第 81 号) 廣瀬貴一著 

（財）日本障害者リハビリテーション協会発行 

（注６）参考文献「知的障害者の人権を守るために～相談者のハンドブック」 

         厚生省大臣官房障害保健福祉障害福祉課監修(中央法規) 


